
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年度 男女共同参画週間（6月 23日～6月 29日）キャッチフレーズ 

ディベートのイロハを学んで 

表現力と説得力アップ‼講座 

 入間市男女共同参画 

推進センターだより 
令和２年４月 第１８７号 E-mail danjyo@ictv.ne.jp 

TEL 04－2964－2536 FAX 04－2964－2539 

URL http://irumadanjyo.seesaa.net/ 

第２回 2月１４日（金） 

◆ディベートの準備 

 立論（主張）のつくりか

たを学びました 

第３回 2月２１日（金） 

第４回 2月２８日（金） 

第１回 2月７日（金） 

◆ディベートの実践 

 実際に、肯定派否定派に

分かれてディベートを行

いました 

◆ディベートの実践 

 各自でテーマについて発

表しました 

◆ディベートの知識 

 ディベートのルールを学

びました 

 と き…2月 7日（金）、2月 14日（金）、2月２１日（金）、2月 28日（金）
 ところ…入間市男女共同参画推進センター 会議室（イルミン 2階） 

 講 師…関根 靖光 氏（東京家政大学名誉教授） 

 ディベートのイロハを学び、社会の様々な場面で主体的に活躍し

たい、自分の意見を行動につなげたい女性に向けた講座として、女

性リーダー養成講座を全 4回開催しました。 

 今回のディベートのテーマは、「自動車運転免許の年齢制限」に関

するもので、4回目において肯定派、否定派に分かれてディベート

を行いました。 

ディベートでは、主張、根拠、証拠を揃え、相手側の「質問」

や「反論」に備えて、主張を守ります。 

ディベートでは、根拠ある立論作りが大切ですが、相手をや

りこめるためでなく、審判を説得することが目標となりま

す。 

講師：関根 靖光 氏 

★ 受講者の皆さんの声 ★ 

 

★ディベートは私にとって高度な授業だった。日頃論理的に意見を述べることが最も苦手なこ
となので、この講座でそのことが少しでも克服できることを願って参加した講座だった。デ

ィベートも度重なればおもしろくなり、為になると思った。 

★大学の講義のような講座をありがとうございました。久しぶりに頭を使った気がしておりま
す。分かりやすい話しかたをということで、フィードバックをして、相手を納得させる方法

かと思い込みましたが、思いがけず以前から気になっていたディベートの勉強ができてラッ

キーでした。 

★講師、会場、日時等は何も問題ないと思いました。講座の内容は分かりやすかったのですが、
自分の中に落とし込み、実践するのが難しかったです。ありがとうございました。 

                                   …等々 



 

 

日・曜日 セ ン タ ー 行 事 予 定 

１日（水）  電話相談 

３日（金）  面接相談 

６日（月）  面接相談 

８日（水）  電話相談 

１０日（金）  面接相談 

１３日（月）  面接相談 

１５日（水）  電話相談   

２０日（月）  面接相談 

２２日（水）  電話相談 

２４日（金）  面接相談 

２７日（月）  面接相談 

 

 

                                              

４月 

アクセス 男女共同参画推進センター 
男女共同参画推進センター 保護者の方と一緒に利用するお部屋です。 

広い室内には、未就学児対象のおもちゃ、絵本、ジャングルジム、
乗り物、こども用のいす・テーブル等があります。また、ベビーベ
ットや授乳室も設置していますので、赤ちゃん連れでも安心です。
予約の必要はありません。  

 ご利用の際は事務室にお声をかけて下さい。 
 不要になった遊具・絵本などをお譲りください。   詳しくはセンターまで。 

※設備点検等の状況により、ご利用いただけないことがあります。
ご了承ください。 

 

★女性も男性も共にかがやき、いきいき暮らせる男女共同参画社会の実現に向けて、当センターは４月に下記事業をおこないます。 

面接相談 ２９６４－２５６１【予約専用電話】 
相 談 日 毎週月曜日・金曜日（午前 10時～正午・午後１時～3時） 

相談時間 １人６０分 ※4月１７日の面接相談はお休みです。 

電話相談 ２９６４－２５４５【相談専用電話】  

   相 談 日 毎週水曜日（午前 10時～正午・午後１時～3時） 

   相談時間 １人３０分 ※4月 29日の電話相談はお休みです。 

法律相談 ２９６４－２５６１【予約専用電話】 ひと月前の 1日から予約を受け付けます。 

相 談 日 毎月第３水曜日（４月・８月は実施しません） 

相談時間 １人３０分（午後１時１５分～４時４５分） 

性的マイノリティ（性的少数者）に関する悩みごと相談をお受けします。（当事者だけでなく、
家族、友人からの相談も可能です。）いずれも専門の相談機関ではありませんが、以下の窓口で
お話をお伺いします。一人で悩まずにお電話ください。※相談時間の目安は３０分以内です。 

【相談日時】 
   毎週月曜日～金曜日（祝日除く） 午前 10時～正午・午後１時～3時 

【相談窓口・問い合わせ先】 
入間市男女共同参画推進センター 電話０４―２９６４－２５４５ 

入間市役所市民相談室  電話０４－２９６４－１１１１（代） 

性的マイノリティのための悩みごと相談 

女性のための悩みごと相談 
 


